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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第28期

第３四半期
連結累計期間

第29期
第３四半期
連結累計期間

第28期

会計期間
自　2022年１月１日
至　2022年９月30日

自　2023年１月１日
至　2023年９月30日

自　2022年１月１日
至　2022年12月31日

売上高 (百万円) 34,627 39,660 51,699

経常利益 (百万円) 2,158 2,569 4,758

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(百万円) 287 2,321 1,498

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,521 2,641 2,736

純資産額 (百万円) 21,871 25,250 23,086

総資産額 (百万円) 88,586 87,079 87,472

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 6.03 48.66 31.42

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 24.4 28.7 26.1
 

　

回次
第28期

第３四半期
連結会計期間

第29期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2022年７月１日
至　2022年９月30日

自　2023年７月１日
至　2023年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 5.98 5.97
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 
２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や民間設備投資の持ち直し及び雇用・所得環境が改

善するなど、各種政策の効果が顕在化する中、全体として緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、

地政学的リスクの高まりによるサプライチェーンの混乱、エネルギーコスト及び原材料価格の高騰など、先行きに

ついては依然不透明な状況が継続しております。

このような環境の中、当社グループはブライダル市場、ホテル市場及びウェルネス＆リラクゼーション（Ｗ＆

Ｒ）市場における新たな価値の創造、高品質かつ魅力あふれる店舗づくりと付加価値の高いサービスの提供に取り

組み、多様化するお客様のニーズに的確に対応することで、売上高の拡大と収益性の向上に努めてまいりました。

ホテル事業においては、新型コロナウイルス感染症の５類への引き下げによる国内旅行客数の増加及び渡航制限

解除による訪日外国人数が２百万人(日本政府観光局「訪日外国人数(2023年９月推計値)」)を超え、同数は2019年

同月比96.1%まで回復いたしました。これらの影響から宿泊稼働率及び宿泊単価が上昇し、安定した状況で推移いた

しました。また、婚礼事業及びホテル事業における婚礼施行件数においても、昨年まで頻発しておりました新型コ

ロナウイルス感染症の影響による延期等もほぼなくなり平時に戻りつつあります。しかしながら、婚礼施行単価に

おいては少人数婚礼数の増加に起因する戻りの停滞など、先行きの見通しが難しい状況にあります。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、39,660百万円（前年同四半期比14.5％増）となり、利益面に

つきましては、営業利益1,530百万円（前年同四半期は営業損失378百万円）、営業外収益において為替差益1,081百

万円の計上により、経常利益は2,569百万円（前年同四半期比19.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益につ

いては2,321百万円（同707.7％増）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

 
①　婚礼事業

当第３四半期連結累計期間においては、婚礼施行件数が7,345件（前年同四半期比0.1％減）と微減となりまし

たが、婚礼施行単価が前年同四半期比では緩やかな回復となり売上高は微増となりました。しかしながら、利益

面においては婚礼施行単価について少人数婚礼の増加により回復途上にあり、当該事象が収益性の低下を招いた

こと及びエネルギーコスト等の増加により前年同四半期比では減少することとなりました。

この結果、当セグメントの売上高は23,612百万円（同2.7％増）、セグメント利益は2,100百万円（同29.6％

減）となりました。

 
②　ホテル事業

当第３四半期連結累計期間においては、ホテル婚礼施行件数が1,169件（同1.5％増）と微増となり、宿泊稼働

率及び宿泊単価についても国内旅行客数及び訪日外国人数の増加から堅調に推移し、急減したインバウンド需要

についても緩やかに回復しております。

この結果、当セグメントの売上高は13,838百万円（同46.8％増）、セグメント利益は919百万円（前年同四半期

はセグメント損失2,059百万円）となりました。
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③　Ｗ＆Ｒ事業

当第３四半期連結累計期間においては、複合温浴施設「美楽温泉SPA-HERBS」が「ニフティ温泉年間ランキン

グ」全国総合第１位に選出され、来館数、売上高、セグメント利益ともに前年同四半期を上回り牽引いたしまし

た。しかしながら、英国式リフレクソロジーサロン「クイーンズウェイ」については、施術スタッフの増員に苦

戦したこと、また、不採算店舗の閉鎖等の影響により当セグメント売上高は微減となり、利益面では回復基調に

ありますが損失となりました。

この結果、当セグメントの売上高は2,209百万円（前年同四半期比0.2％減）、セグメント損失は87百万円（前

年同四半期はセグメント損失263百万円）となりました。

 
資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。

当第３四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ392百万円減少して、87,079百万円と

なりました。これは主に、流動資産のその他が2,854百万円増加しましたが、有利子負債の返済及び納税により現金

及び預金が2,180百万円及び減価償却により有形固定資産が1,048百万円それぞれ減少したことによるものでありま

す。

当第３四半期連結会計期間末における負債総額は、前連結会計年度末に比べ2,557百万円減少して、61,829百万円

となりました。これは主に、返済により長期借入金（１年内含む）が1,360百万円及び償還により社債（１年内含

む）が747百万円それぞれ減少したことによるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産総額は、前連結会計年度末に比べ2,164百万円増加して、25,250百万

円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が1,844百万円増加した

ことによるものであります。この結果、自己資本比率は28.7％となり前連結会計年度末に比べ2.6ポイント増加いた

しました。

 
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

 
(4) 主要な設備

該当事項はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 195,840,000

計 195,840,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末現在

発行数(株)
(2023年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2023年11月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 48,960,000 48,960,000
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数100株

計 48,960,000 48,960,000 － －
 

(注) 2023年10月20日より、プライム市場からスタンダード市場へ変更しております。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2023年７月１日～
2023年９月30日

－ 48,960,000 － 472 － 634
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2023年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   2023年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 1,259,800

 

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 47,695,200
 

476,952 －

単元未満株式 普通株式 5,000
 

－ －

発行済株式総数 48,960,000 － －

総株主の議決権 － 476,952 －
 

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式34株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

  2023年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の割

合(％)

(自己保有株式)

株式会社ツカダ・グローバル
ホールディング

東京都港区海岸
一丁目16番１号

1,259,800 － 1,259,800 2.57

計 － 1,259,800 － 1,259,800 2.57
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2023年７月１日から2023年

９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(2023年１月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。　
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2022年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2023年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 21,238 19,057

  売掛金 1,479 1,355

  商品 166 174

  原材料及び貯蔵品 381 348

  その他 1,360 4,215

  貸倒引当金 △37 △40

  流動資産合計 24,588 25,109

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 29,083 28,385

   土地 9,544 9,641

   建設仮勘定 1,007 712

   その他（純額） 1,496 1,343

   有形固定資産合計 41,131 40,082

  無形固定資産   

   のれん 1,157 933

   その他 1,020 953

   無形固定資産合計 2,177 1,886

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,599 6,206

   敷金及び保証金 7,211 7,065

   その他 6,703 6,704

   貸倒引当金 △121 △135

   投資その他の資産合計 19,392 19,840

  固定資産合計 62,702 61,810

 繰延資産 181 158

 資産合計 87,472 87,079
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2022年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2023年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 2,101 1,865

  1年内返済予定の長期借入金 7,106 7,134

  1年内償還予定の社債 964 994

  未払法人税等 839 309

  前受金 3,107 3,972

  店舗閉鎖損失引当金 62 6

  資産除去債務 47 34

  その他 4,300 3,816

  流動負債合計 18,530 18,135

 固定負債   

  社債 5,703 4,926

  長期借入金 33,722 32,333

  退職給付に係る負債 407 435

  役員退職慰労引当金 953 994

  資産除去債務 4,535 4,574

  その他 532 429

  固定負債合計 45,855 43,694

 負債合計 64,386 61,829

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 472 472

  資本剰余金 634 634

  利益剰余金 22,140 23,984

  自己株式 △892 △892

  株主資本合計 22,353 24,198

 その他の包括利益累計額   

  繰延ヘッジ損益 171 194

  為替換算調整勘定 347 619

  退職給付に係る調整累計額 △5 △6

  その他の包括利益累計額合計 513 806

 非支配株主持分 219 245

 純資産合計 23,086 25,250

負債純資産合計 87,472 87,079
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年９月30日)

売上高 34,627 39,660

売上原価 24,371 26,037

売上総利益 10,255 13,622

販売費及び一般管理費 10,634 12,091

営業利益又は営業損失（△） △378 1,530

営業外収益   

 受取利息 26 119

 匿名組合投資利益 152 151

 出資金運用益 - 51

 助成金収入 1,292 19

 為替差益 1,794 1,081

 その他 95 139

 営業外収益合計 3,361 1,562

営業外費用   

 支払利息 353 380

 出資金運用損 152 -

 持分法による投資損失 38 88

 その他 280 55

 営業外費用合計 824 524

経常利益 2,158 2,569

特別利益   

 受取補償金 - 700

 固定資産売却益 0 0

 会員権売却益 3 -

 特別利益合計 3 700

特別損失   

 固定資産除却損 0 62

 店舗閉鎖損失 13 44

 投資有価証券売却損 98 -

 その他 0 26

 特別損失合計 112 133

税金等調整前四半期純利益 2,049 3,135

法人税等 1,759 815

四半期純利益 290 2,320

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

2 △1

親会社株主に帰属する四半期純利益 287 2,321
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年９月30日)

四半期純利益 290 2,320

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 38 -

 繰延ヘッジ損益 493 22

 為替換算調整勘定 311 89

 退職給付に係る調整額 △1 △0

 持分法適用会社に対する持分相当額 389 210

 その他の包括利益合計 1,231 321

四半期包括利益 1,521 2,641

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,469 2,614

 非支配株主に係る四半期包括利益 52 26
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【注記事項】

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ

て適用することとしております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率を使用しております。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間

(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年９月30日)

減価償却費 2,650百万円 2,731百万円

のれんの償却額 257 223 
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　2022年１月１日　至　2022年９月30日)

 
１．配当金支払額

   該当事項はありません。

 
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 
Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2023年１月１日　至　2023年９月30日)

 
１．配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の
総額(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年３月30日
定時株主総会

普通株式 238 ５
2022年
12月31日

2023年
３月31日

利益剰余金

2023年８月９日
取締役会

普通株式 238 ５
2023年
６月30日

2023年
９月４日

利益剰余金

 

 
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　2022年１月１日　至　2022年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２婚礼事業 ホテル事業 Ｗ＆Ｒ事業 計

売上高       

顧客との契約から生じる
収益

22,907 9,425 2,214 34,547 － 34,547

その他の収益 80 － － 80 － 80

外部顧客への売上高 22,987 9,425 2,214 34,627 － 34,627

セグメント間の
内部売上高又は振替高

1,287 680 24 1,992 △1,992 －

計 24,275 10,105 2,239 36,620 △1,992 34,627

　セグメント利益又は
　セグメント損失(△)

2,983 △2,059 △263 659 △1,038 △378
 

(注) １．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△1,038百万円には、セグメント間取引消去67百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△1,105百万円が含まれております。全社費用は、主に報告
セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 
Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2023年１月１日　至　2023年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２婚礼事業 ホテル事業 Ｗ＆Ｒ事業 計

売上高       

顧客との契約から生じる
収益

23,587 13,838 2,209 39,635 － 39,635

その他の収益 24 － － 24 － 24

外部顧客への売上高 23,612 13,838 2,209 39,660 － 39,660

セグメント間の
内部売上高又は振替高

1,383 706 25 2,116 △2,116 －

計 24,996 14,545 2,235 41,776 △2,116 39,660

　セグメント利益又は
　セグメント損失(△)

2,100 919 △87 2,933 △1,402 1,530
 

(注) １．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△1,402百万円には、セグメント間取引消去17百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△1,420百万円が含まれております。全社費用は、主に報告
セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日
　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2023年１月１日
　至　2023年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益 ６円03銭 48円66銭

(算定上の基礎)   

　　親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 287 2,321

　　普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

　　 普通株式に係る親会社株主に帰属する
　　 四半期純利益(百万円)

287 2,321

　　普通株式の期中平均株式数(株) 47,700,166 47,700,166

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 － －

(算定上の基礎)   

　　親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) － －

　　普通株式増加数(株) － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
２ 【その他】

 2023年８月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し次のとおり決議し、配当を行っております。

(1) 中間配当による配当金の総額………………………238百万円

(2) １株当たりの金額……………………………………５円

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日……………2023年９月４日

(注)　2023年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

2023年11月９日

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

取締役会　御中

 
太陽有限責任監査法人

 東京事務所
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田　　尻　　慶　　太 ㊞

 

     

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 野　　田　　大　　輔 ㊞

 

 
 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツカ

ダ・グローバルホールディングの2023年１月１日から2023年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（2023年７月１日から2023年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2023年１月１日から2023年９月30日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及

び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツカダ・グローバルホールディング及び連結子会社の

2023年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していない

と信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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